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市
は
今
年
度
か
ら
、
県
で
行
っ
て
い
た
J
A
S
法
の
食
品
表
示
の
業
務
を
市
で

行
っ
て
お
り
、
市
内
の
事
業
者
（
市
内
の
み
で
事
業
を
展
開
す
る
）
に
対
し
て
、
立

入
検
査
や
指
導
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
皆
さ
ん
は
、
J
A
S
法
で
定
め
ら
れ
た
食
品
表
示
の
内
容
を
知
っ
て
い
ま
す
か
？
　
　
　

　

表
示
す
る
事
項
は
、
生
鮮
食
品
と
加
工
食

品
に
分
け
て
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

■
生
鮮
食
品
（
農
産
・
畜
産
・
水
産
物
な
ど
）／

　
①
名
称
、
②
原
産
地

※
水
産
物
の
解
凍
・
養
殖
物
は
、
そ
の
旨
が

　

表
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

※
袋
詰
め
さ
れ
た
玄
米
及
び
精
米
は
、名
称
・

　

原
産
地
（
輸
入
品
は
原
産
国
名
）・
品
種
・

　

産
年
・
内
容
量
・
精
米

　

年
月
日
・
販
売
者
の
名

　

称
・
住
所
及
び
電
話
番

　

号
が
表
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

■
容
器
包
装
に
入
れ
ら
れ
た
加
工
食
品
（
缶

　

詰
・
調
味
料
・
酪
農
製
品
・
調
理
食
品
・

　

飲
料
・
菓
子
類
な
ど
）／

　
①
名
称
、
②
原
材
料
名
、
③
内
容
量
、
④

　
消
費
期
限
（
賞
味
期
限
）、
⑤
保
存
方
法
、

　
⑥
製
造
者
の
氏
名
・
住
所
、
⑦
そ
の
他
（
輸

　
入
品
は
原
産
国
、
一
部
食
品
は
原
料
原
産

　
地
も
必
要
）

原産地・原料原産地の表示内容

原産地 原料原産地

農
産
物

国産品

水
産
物

畜
産
物

輸入品

国産品

国産品

輸入品

輸入品

都道府県名または、
一般に知られている地名

原産国名または、
一般に知られている地名

「国産」または、一般に知られている地名

原産国名

原産国名
（漁獲した船舶が属する国名。水域名の併記も可）

原産国名

「国産」または、
一般に知られている地名

生産水域名、養殖地域名、水揚げ港、
水揚げ港が属する都道府県名

「国産」または、生産水域名、水揚げ港、
水揚げ港または養殖場が属する都道府県名、

一般に知られている地名

原産国名
（漁獲した船舶が属する国名）

　

原
産
地
と
は
、
生
鮮
食
品
の
農
畜
水
産
物

が
生
産
さ
れ
た
場
所
の
こ
と
を
言
い
ま
す
。

農
産
物
・
畜
産
物
・
水
産
物
で
、
そ
れ
ぞ
れ

表
示
方
法
が
異
な
り
ま
す
（
下
表
参
照
）。
　

　
原
材
料
に
使
わ
れ
た
一
次
産
品
（
米
や
小

麦
な
ど
の
加
工
さ
れ
て
い
な
い
農
作
物
）
の

原
産
地
が
表
示
さ
れ
て
い
ま
す（
下
表
参
照
）。

※
例
外
と
し
て
、緑
茶
は「
荒
茶
の
製
造
地
」、

　

カ
ツ
オ
の
削
り
ぶ
し
は
「
か
つ
お
の
ふ
し

　

の
製
造
地
」
が
原
料
原
産
地
で
す
。

　

国
内
で
製
造
さ
れ
た
加
工
食
品
で
、
生
鮮

食
品
に
余
り
手
を
加
え
て
い
な
い
加
工
度
合

の
低
い
22
食
品
群
は
、
主
な
原
材
料
（
原
材

料
に
占
め
る
重
量
の
割
合
が
50
％
以
上
の
も

の
）
の
原
産
地
を
表
示
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
22
食
品
群
以
外
の
4
品
目
（
農
産

物
の
漬
物
・
野
菜
冷
凍
食
品
・
カ
ツ
オ
の
削

り
ぶ
し
・
ウ
ナ
ギ
加
工
品
）
で
も
表
示
が
義

務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

※
22
食
品
群
の
例

　
乾
燥
キ
ノ
コ
類
、
餅
、
コ
ン
ニ
ャ
ク
、
調

味
し
た
食
肉
・
魚
介
類
、
衣
を
つ
け
た
食
肉

・
魚
介
類
（
フ
ラ
イ
種
）
　
な
ど

知
っ
て
い
ま
す
か
？

「
J ジ
ャ

ス
A
S
法
」の
食
品
表
示

　

J
A
S
法
（
農
林
物
資
の
規
格
化
及
び
品

質
表
示
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
）
は
、
食

品
の
原
産
地
や
原
材
料
名
な
ど
、
一
般
消
費

者
が
商
品
を
選
択
す
る
際
に
有
用
な
情
報
に

つ
い
て
表
示
す
る
よ
う
定
め
て
い
ま
す
。
一

般
消
費
者
に
販
売
さ
れ
る
全
て
の
飲
食
料
品

に
は
、
そ
の
品
質
表
示
が
義
務
付
け
ら
れ
て

い
ま
す
。

※
酒
類
（
酒
税
法
）
、
医
薬
品
・
医
薬
部
外

　

品
（
薬
事
法
）
は
対
象
外
で
す
。

※
生
産
・
製
造
ま
た
は
加
工
し
た
そ
の
場
で

　

一
般
消
費
者
に
直
接
販
売
す
る
場
合
や
、

　

レ
ス
ト
ラ
ン
な
ど
で
飲
食
さ
せ
る
場
合
は
、

　

表
示
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　 　

「
J
A
S
法
」っ
て
何
？

　

J
A
S
法
で
義
務
付
け
ら
れ
た

　
　
　
　
　
　
　

基
本
表
示
事
項

生
鮮
食
品
の「
原
産
地
」っ
て
何
？

加
工
食
品
の

　
　
　
「
原
料
原
産
地
」っ
て
何
？

問
い
合
わ
せ　

市
民
安
全
課

　
　
　
　
　
　
　

☎（
55
）2
7
5
0

5（
51
）0
3
6
7

　

飲
食
料
品
を
購
入
す
る

際
は
、
食
品
表
示
を
確
認

し
て
み
ま
し
ょ
う
。

長崎県産
ブリ（養殖）

ブリ（養殖）

※


